
市第66号 

 

市第66号議案 

   横浜市総合リハビリテーションセンター条例の一部改正 

 横浜市総合リハビリテーションセンター条例の一部を改正する条

例を次のように定める。 

   平成30年12月６日提出 

                 横浜市長 林   文 子 

横浜市条例（番号） 

   横浜市総合リハビリテーションセンター条例の一部を改 

   正する条例 

 横浜市総合リハビリテーションセンター条例（昭和62年３月横浜 

市条例第16号）の一部を次のように改正する。 

 第９条第３号アただし書中「1.08」を「 1.1 」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成31年10月１日から施行する。 

（経過措置） 

２  この条例による改正後の横浜市総合リハビリテーションセンタ

ー条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金

について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお

従前の例による。 

 

   提 案 理 由 

 横浜市総合リハビリテーションセンターの診療所の利用料金につ

いて消費税及び地方消費税相当分を改定するため、横浜市総合リハ

ビリテーションセンター条例の一部を改正したいので提案する。 
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 参  考  

   横 浜 市 総 合 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン セ ン タ ー 条 例 （ 抜 粋 ）  

                     上 段  改 正 案     
                    (下 段  現  行)   

（ 利 用 料 金 ） 

第 ９ 条  セ ン タ ー を 利 用 す る 者 は 、 指 定 管 理 者 に 対 し 、 次 に 掲 げ る

額 の そ の 利 用 に 係 る 料 金 （ 以 下 「 利 用 料 金 」 と い う 。） を 支 払 わ

な け れ ば な ら な い 。 

（ 第 １ 号 か ら 第 ２ 号 の ２ ま で 省 略 ） 

(3)  診 療 所 を 利 用 す る 場 合 は 、 次 に 掲 げ る 額 を 合 算 し て 得 た 額 

ア  一 般 診 療 （ イ か ら オ ま で に 掲 げ る 診 療 以 外 の 診 療 を い う 。

以 下 同 じ 。） を 受 け る 場 合 は 、 次 に 掲 げ る 算 定 方 法 又 は 基 準

（ 以 下 「 算 定 方 法 等 」 と い う 。） に よ り 算 定 し た 額 。 た だ し

、 消 費 税 法 （ 昭 和 63 年 法 律 第 108 号 ） 第 ６ 条 第 １ 項 の 規 定 に

よ り 消 費 税 を 課 さ れ な い 一 般 診 療 以 外 の 一 般 診 療 を 受 け る と 

            1.1  
き は 、 当 該 算 定 し た 額 に   を 乗 じ て 得 た 額 （ 10 円 未 満 の 端 
           1.08  

数 が あ る と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て る 。）  

（ (ア) か ら (ウ) ま で 、 イ か ら カ ま で 及 び 第 ４ 号 省 略 ） 
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